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９　看取り
⑴看取り対応者と施設の死亡診断の実施　　　　　　　　　　　　【問 8-1 ① . ②】
＜問 2で「1. 希望があった場合には対応」「3. その他」と答えた方へおたずねします。＞

問 8-1	 ①各年度に施設内で亡くなった方は何人ですか

	 	 ②その中で看取りを実施した方は何人ですか。また、そのうち医師による死亡診断	

	 	 まで施設内で実施した方は何人ですか

	 	 ③終末期が近いと医師が判断した際の説明で、貴施設での看取りを希望した人数を	

	 	 教えてください

	 	 ④看取りを希望したうち、最終的に貴施設で看取った人数を教えてください

※平成 29 ～ 30 年度、令和元年度の 3年間の平均

　看取りを実施したことがあると回答した 43施設について、１施設あたりの年間死亡数（平
成 29～ 30 年度、令和元年度の 3年間の平均）は、介護老人福祉施設（12.0 人）の実績が多
くなっている。施設あたりの看取り数と施設内死亡診断数が同じである施設も多く、施設内で
死亡診断までの看取りを行っていると考えられる。

回答数
施設あたり死亡数

（人）

介護老人福祉施設 8 12.0 10.2 85.6% 10.2 100.0%

介護老人保健施設 3 10.7 10.7 100.0% 10.7 100.0%

小規模多機能型居宅介護 4 1.0 1.0 100.0% 0.3 25.0%

看護小規模多機能型居宅介護 1 1.0 1.0 100.0% 1.0 100.0%

認知症対応型共同生活介護 14 1.0 1.0 95.2% 1.0 105.0%

特定施設入居者生活介護 3 2.0 2.0 100.0% 2.0 100.0%

短期入所生活介護 4 0.2 0.2 100.0% 0.2 100.0%

短期入所療養介護 0 - - - - -

サービス付き高齢者向け住宅 3 1.9 1.9 100.0% 1.9 100.0%

有料老人ホーム等 2 5.9 5.9 100.0% 5.7 97.4%

養護老人ホーム 1 1.3 1.3 100.0% 1.3 100.0%

計 43

施設あたり看取り数
（人）

施設あたり施設内
死亡診断数

（人）
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⑵看取りができなかった理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問 8-2】
＜問 2で「1. 希望があった場合には対応」「3. その他」と答えた方へおたずねします。＞

問 8-2	 終末期が近いと医師が判断した際の説明で、施設看取りを希望したにもかかわらず　　　

　　　		最終的に施設で看取りをできなかった際の理由は何ですか

　看取りができなかった理由の回答があった 7施設のうち、「途中で入所（居）者・家族の意
向が変わったから」が３施設（42.9％）、「症状の急変により医療機関に搬送したから」が２施
設（28.6％）となっている。「その他」（28.6％）の内容としては、『癌による疼痛が強くなり
施設で対応できかねる状況になり、緩和ケアに対応していただいた』などが挙げられている。

回答数

介護老人福祉施設 1 - - 1 100.0% - -

介護老人保健施設 1 - - - - 1 100.0%

小規模多機能型居宅介護 0 - - - - - -

看護小規模多機能型居宅介護 0 - - - - - -

認知症対応型共同生活介護 3 2 66.7% 1 33.3% - -

特定施設入居者生活介護 1 1 100.0% - - - -

短期入所生活介護 0 - - - - - -

短期入所療養介護 0 - - - - - -

サービス付き高齢者向け住宅 0 - - - - - -

有料老人ホーム等 1 - - - - 1 100.0%

養護老人ホーム 0 - - - - - -

計 7 3 42.9% 2 28.6% 2 28.6%

途中で意向が
変わったから

症状の急変により医療機
関に搬送したから

その他
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⑶看取りを実施する上で重要なこと　　　　　　　　　　　　　　　　　【問 9① . ②】
＜問 2で「1. 希望があった場合には対応」「3. その他」と答えた方へおたずねします。＞

問 9	 次の①～③の質問で、重要だと思うものにそれぞれ〇をつけてください

	 	 ①施設で看取りを実施する上で重要なことは何ですか（いくつでも○）

	 	 ②施設での看取りを推進する上で特に重要だと思うのは何ですか（上位３つまで○）

　看取りに対応するとした施設が『看取りを実施する上で重要なこと』は、「施設として明確
な方針を有していること」、「職員の理解と協力」が 92.5％と最も多く、以下「入所（居）者・
家族への意思確認、意思決定支援（87.5％）」、「いつでも医師に連絡がつく体制が確保されて
いること」、「看取り対応のマニュアル等の整備」、「職員のメンタルケア」がともに 82.5％となっ
ている。
　『看取りを推進する上で特に重要なこと』については、「職員の理解と協力」が 53.8％と最
も多く、以下「いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること（48.7％）」、「入所（居）
者・家族への意思確認、意思決定支援（41.0％）」となっている。

92.5 

92.5 

87.5 

82.5 

82.5 

82.5 

80.0 

80.0 

80.0 

70.0 

70.0 

52.5 

35.0 

17.5 

5.0 

35.9

53.8

41.0

48.7

5.1

10.3

38.5

10.3

10.3

23.1

7.7

2.6

0.0

5.1

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

看取りを実施する上で重要なこと

①重要 ②特に重要

（％）

n=40 n=39

看取り対応のマニュアル等の整備

職員研修

職員のメンタルケア

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されて

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周知

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこ

家族へのグリーフケア

看取りのための個室の確保

介護報酬の増額

看護職員が常時施設内にいること

その他

施設として明確な方針を有しているこ

職員の理解と協力

入所（居）者・家族への意思確認、意思決定

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されているこ

施設として明確な方針を有していること

職員の理解と協力

入所（居）者・家族への意思確認、意志決定支援

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること

看取り対応のマニュアル等の整備

職員のメンタルケア

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されていること

職員研修

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周知

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこと

家族へのグリーフケア

看取りのための個室の確保

介護報酬の増額

看護職員が常時施設内にいること

その他
■	①重　　要　n=40
□	②特に重要　n=39
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看取りを実施する上で重要なこと（施設別）　　　　　　　　　　　　【問 9① . ②】

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

１．施設として
明確な方針を
有していること

8 4 1 0 4 1 1 0 14 6 3 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1
37

（92.5%）
14

（35.0%）

２．看護職員が
常時施設内に
いること

1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

（17.5%）
2

（5.0%）

３．いつでも看
護職員に連絡
がつく体制が
確保されている

8 5 2 0 3 0 1 0 1 4 3 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0
22

（55.0%）
15

（37.5%）

４．いつでも医
師に連絡がつく
体制が確保さ
れていること

7 6 3 1 2 1 1 1 12 5 3 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0
33

（82.5%）
19

（47.5%）

５．いつでも医
師の対応（往診
も含めて）が可
能なこと

4 1 1 0 4 1 0 0 12 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
28

（70.0%）
9

（22.5%）

６．看取り対応
のマニュアル等
の整備

8 0 2 0 2 0 0 0 13 2 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
33

（82.5%）
2

（5.1%）

７．看取りのた
めの個室の確
保

6 0 1 1 1 0 1 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21

（52.5%）
1

（2.6%）

８．職員の理解
と協力

7 2 3 3 4 1 1 1 13 8 3 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1
37

（92.5%）
21

（52.5%）

９．職員研修 7 0 1 0 2 0 1 0 14 3 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
32

（80.0%）
6

（15.0%）

10．職員のメン
タルケア

7 0 2 1 4 1 1 0 13 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
33

（82.5%）
4

（10.0%）

11．入所（居）
者・家族へ施設
の看取りにつ
いての周知

8 0 2 0 2 0 1 1 10 2 3 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0
32

（80.0%）
4

（10.0%）

12．入所（居）
者・家族への意
思確認、意思
決定支援

8 5 3 2 3 1 1 0 1 4 3 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1
25

（62.5%）
16

（41.0%）

13．家族への
グリーフケア

6 1 2 0 3 0 0 0 10 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
28

（70.0%）
3

（7.7%）

14．介護報酬
の増額

3 0 1 0 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14

（35.0%）
0

（0.0%）

15．その他 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

（5.0%）
2

（5.1%）

Ⅶ　その他

Ⅵ　入所（居）者・家族の意思決定支援、グリーフケア

Ⅴ　終末期ケアに関する研修と職員の理解・協力

Ⅳ　看取りに関するソフト、ハードの整備

Ⅲ　医療機関、医師との連携

Ⅱ　マンパワーの充実、特に看護職員の確保

養護老人
ホーム
（n=1）

合計
（n=40）

認知症対応型
共同生活介護

（n=14）

特定施設
入居者
生活介護
（n=3）

短期入所
生活介護
（n=2）

短期入所
療養介護
（n=0）

介護老人
福祉施設
（n=8）

介護老人
保健施設
（n=3）

小規模
多機能型
居宅介護
（n=4）

看護小規模
多機能型
居宅介護
（n=1）

サービス付き
高齢者向け

住宅
（n=2）

有料老人
ホーム等
（n=2）

Ⅰ　施設としての取り組み方針の明確化
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⑷施設内で死亡診断するうえで重要なこと　　　　　　　　　　　　　　　【問 9③】
＜問 2で「1. 希望があった場合には対応」「3. その他」と答えた方へおたずねします。＞

問 9	 次の①～③の質問で、重要だと思うものにそれぞれ〇をつけてください

	 	 ③看取りの一環として医師による死亡診断を施設内で実施する上で重要だと思う項	

	 	 目は何ですか（いくつでも○）

　施設内で看取る場合、『医師による死亡診断を施設内で実施する上で重要なこと』は、「いつ
でも医師に連絡がつく体制が確保されていること」が 68.4％と最も多く、以下「いつでも医
師の対応（往診含めて）が可能なこと」、「入所（居）者・家族への意思確認、意思決定支援」
がともに 57.9％、「いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されていること」、「職員の理解
と協力」がともに 52.6％となっている。

68.4

57.9

57.9

52.6

52.6

42.1

39.5

28.9

23.7

21.1

21.1

18.4

10.5

2.6

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70

施設内で死亡診断する上で重要なこと

（％）n=38

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周

家族へのグリーフケア

施設として明確な方針を有しているこ

看取り対応のマニュアル等の整備

職員研修

職員のメンタルケア

看取りのための個室の確保

介護報酬の増額

看護職員が常時施設内にいること

その他

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこと

入所（居）者・家族への意思確認、意思決定支

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されているこ

職員の理解と協力

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこと

入所（居）者・家族への意思確認、意志決定支援

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されていること

職員の理解と協力

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周知

施設として明確な方針を有していること

看取り対応のマニュアル等の整備

家族へのグリーフケア

職員研修

職員のメンタルケア

看取りのための個室の確保

介護報酬の増額

看護職員が常時施設内にいること

その他 n=38



第３章　調査結果

20

施設内で死亡診断をする上で重要なこと（施設別）　　　　　　　　　　　　【問 9③】

１．施設として
明確な方針を
有していること

4 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 50.0% 1 33.3% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 ##### 15 39.5%

２．看護職員が
常時施設内に
いること

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6%

３．いつでも看
護職員に連絡
がつく体制が
確保されてい

6 75.0% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 8 57.1% 2 66.7% 2 ##### 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 20 52.6%

４．いつでも医
師に連絡がつ
く体制が確保さ
れていること

5 62.5% 2 66.7% 0 0.0% 1 ##### 10 71.4% 3 ##### 1 50.0% 0 0.0% 2 ##### 1 50.0% 1 ##### 26 66.7%

５．いつでも医
師の対応（往
診も含めて）が
可能なこと

3 37.5% 2 66.7% 1 50.0% 0 0.0% 10 71.4% 2 66.7% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 1 ##### 22 57.9%

６．看取り対応
のマニュアル
等の整備

3 37.5% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 5 35.7% 1 33.3% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 28.9%

７．看取りのた
めの個室の確
保

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 4 28.6% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 7 18.4%

８．職員の理解
と協力

2 25.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 ##### 9 64.3% 2 66.7% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 2 ##### 0 0.0% 20 52.6%

９．職員研修 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 4 28.6% 1 33.3% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 21.1%

10．職員のメン
タルケア

1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 42.9% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 20.0%

11．入所（居）
者・家族へ施
設の看取りに
ついての周知

5 62.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 4 28.6% 2 66.7% 1 50.0% 0 0.0% 2 ##### 1 50.0% 0 0.0% 16 42.1%

12．入所（居）
者・家族への
意思確認、意
思決定支援

7 87.5% 2 66.7% 1 50.0% 1 ##### 5 35.7% 2 66.7% 2 ##### 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 22 57.9%

13．家族への
グリーフケア

1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 28.6% 1 33.3% 2 ##### 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 9 23.7%

14．介護報酬
の増額

1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 14.3% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 10.5%

15．その他 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6%

Ⅵ　入所（居）者・家族の意思決定支援、グリーフケア

Ⅶ　その他

合計
（n=38）

Ⅰ　施設としての取り組み方針の明確化

Ⅱ　マンパワーの充実、特に看護職員の確保

Ⅲ　医療機関、医師との連携

Ⅳ　看取りに関するソフト、ハードの整備

Ⅴ　終末期ケアに関する研修と職員の理解・協力

特定施設
入居者
生活介護
（n=3）

短期入所
生活介護
（n=2）

短期入所
療養介護
（n=0）

サービス付
き

高齢者向け
住宅
（n=2）

有料老人
ホーム等
（n=2）

養護老人
ホーム
（n=1）

介護老人
福祉施設
（n=8）

介護老人
保健施設
（n=3）

小規模
多機能型
居宅介護
（n=2）

看護小規模
多機能型
居宅介護
（n=1）

認知症対応型
共同生活介護

（n=14）
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⑸看取りに対応しない理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問 10】
＜問 10 ～問 11-1 は看取りを実施していない施設の方がお答えください＞

問 10　貴施設で看取りに対応しない理由は何ですか（いくつでも）

　施設での看取りを「原則対応しない」施設の理由は、「施設の性質、制度上の位置づけとし
て看取り対応はしない」が 46.2％と最も多く、以下「入所（居）者・家族の看取りに対する
希望がない」30.8％、「終末期は家族が病院への搬送を希望する」、「介護職員だけでは急変時
に対応できない」がともに 23.1％となっている。

46.2

30.8

23.1

23.1

15.4

15.4

15.4

7.7

7.7

7.7

0.0

0.0

15.4

0 10 20 30 40 50

看取りに対応しない理由

（％）n=13

施設の性質、制度上の位置づけとして看取り対応はしな

協力してくれる医師の確保が困難

職員の不安が強い

終末期になると搬送医療機関を決めている

経費がかかりすぎる

看取りの対応をする個室が確保できない

施設で死者を出すという、外部からのマイナスイメージ

につながる

その他

入所（居）者・家族の看取りに対する希望がない

終末期は家族が病院への搬送を希望する

介護職員だけでは急変時に対応できない

施設の方針である

看護職員が確保できない

施設の性質、制度上の位置づけとして看取り対応はしない

入所（居）者・家族の看取りに対する希望がない

終末期は家族が病院への搬送を希望する

介護職員だけでは急変時に対応できない

施設の方針である

協力してくれる医師の確保が困難

職員の不安が強い

終末期になると搬送医療機関を決めている

看護職員が確保できない

経費がかかりすぎる

看取りの対応をする個室が確保できない

施設で死者を出すという、外部からのマイナス
イメージにつながる

その他
n=13



第３章　調査結果

22

看取りに対応しない理由（問 2で “「2. 原則対応しない」”と回答した施設）　【問 10】

１．施設の性
質、制度上の
位置づけとし
て看取り対応
はしない

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 46.2%

２．施設の方
針である

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 15.4%

３．終末期に
なると搬送医
療機関を決
めている

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7%

４．協力してく
れる医師の
確保が困難

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 15.4%

５．看護職員
が確保できな
い

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7%

６．入所（居）
者・家族の看
取りに対する
希望がない

0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 30.8%

７．終末期は
家族が病院
への搬送を
希望する

0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 23.1%

８．介護職員
だけでは急
変時に対応
できない

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 23.1%

９．職員の不
安が強い

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 15.4%

10．看取りの
対応をする個
室が確保でき
ない

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

11．経費がか
かりすぎる

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7%

12. 施設で死
者を出すとい
う、外部から
のマイナスイ
メージにつな
がる

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

13．その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 15.4%

合計
（n=13）

特定施設
入居者

生活介護
（n=0）

短期入所
生活介護

（n=8）

短期入所
療養介護

（n=0）

サービス付き
高齢者向け

住宅
（n=2）

有料老人
ホーム等

（n=0）

養護老人
ホーム
（n=0）

介護老人
福祉施設

（n=0）

介護老人
保健施設

（n=0）

小規模
多機能型
居宅介護

（n=1）

看護小規模
多機能型
居宅介護

（n=0）

認知症対応型
共同生活介護

（n=2）
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⑹看取り実施の希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問 11】
＜問 10 ～問 11-1 は看取りを実施していない施設の方がお答えください＞

問 11　条件が整えば施設として看取りを実施したいと思いますか

 施設数＝問 2 で “「2. 原則対応しない」” を選択した施設
 回答数＝問 2 で “「2. 原則対応しない」” を選択し、問 11 を回答している数

　施設での看取りを「原則対応しない」施設に対して、条件が整えば看取りを実施したいかを
聞いたところ、「（実施したいと）思う」と回答した施設は 7施設（58.3％）となっている。

施設数 回答数

介護老人福祉施設 0 - - - - - - -

介護老人保健施設 0 - - - - - - -

小規模多機能型居宅介護 1 1 - - - - 1 100.0%

看護小規模多機能型居宅介護 0 - - - - - - -

認知症対応型共同生活介護 2 2 1 50.0% 1 50.0% - -

特定施設入居者生活介護 0 - - - - - - -

短期入所生活介護 8 7 5 71.4% - - 2 28.6%

短期入所療養介護 0 - - - - - - -

サービス付き高齢者向け住宅 2 2 1 50.0% 1 50.0% - -

有料老人ホーム等 0 - - - - - - -

養護老人ホーム 0 - - - - - - -

計 13 12 7 58.3% 2 16.7% 3 25.0%

思う 思わない その他

思う

58.3%思わない

16.7%

その他

25.0%

0

看取り対応実施の希望（原則対応しないと回答した施設）

n=12

その他   25.0％

思わない
16.7％

n=12

思う
58.3％
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⑺看取りを実施する上で重要なこと　　　　　　　　　　　　　　　【問 11-1 ① . ②】
＜問 10 ～問 11-1 は看取りを実施していない施設の方がお答えください＞

問 11-1 ① . ②	 ①施設で看取りを実施する上で重要なことは何ですか（いくつでも○）

　　　　　　	 ②施設での看取りを推進する上で特に重要だと思うのは何ですか

　　　　　　　　　（上位３つまで○）	

　施設での看取りを「原則対応しない」13施設に対して『看取りを実施する上で重要なこと』
を聞いたところ、回答があった 11 施設では、「いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保さ
れていること」が 100.0％と最も多くなっている。以下「施設として明確な方針を有している
こと」、「いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること」、「看取り対応のマニュアル等
の整備」、「職員の理解と協力」、「職員研修」、「職員のメンタルケア」がそれぞれ 90.9％となっ
ている。
　『看取りを推進する上で特に重要なこと』については、「施設として明確な方針を有している
こと」が 54.5％と最も多く、以下「いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されていること」、
「いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること」、「職員の理解と協力」、「入所（居）者・
家族への意思確認、意思決定支援」がそれぞれ 36.4％となっている。

92.5 

92.5 

87.5 

82.5 

82.5 

82.5 

80.0 

80.0 

80.0 

70.0 

70.0 

52.5 

35.0 

17.5 

5.0 

35.9

53.8

41.0

48.7

5.1

10.3

38.5

10.3

10.3

23.1

7.7

2.6

0.0

5.1

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

看取りを実施する上で重要なこと

①重要 ②特に重要

（％）

n=40 n=39

看取り対応のマニュアル等の整備

職員研修

職員のメンタルケア

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されて

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周知

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこ

家族へのグリーフケア

看取りのための個室の確保

介護報酬の増額

看護職員が常時施設内にいること

その他

施設として明確な方針を有しているこ

職員の理解と協力

入所（居）者・家族への意思確認、意思決定

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されているこ

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されていること

施設として明確な方針を有していること

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること

看取り対応のマニュアル等の整備

職員の理解と協力

職員研修

職員のメンタルケア

入所（居）者・家族への意思確認、意志決定支援

看取りのための個室の確保

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周知

家族へのグリーフケア

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこと

介護報酬の増額

看護職員が常時施設内にいること

その他

■	①重　　要　n=40
□	②特に重要　n=39
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看取りを実施する上で重要なこと（問 2で “「2. 原則対応しない」”と回答した施設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問 11-1 ① . ②】

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

重要
特に
重要

１．施設として
明確な方針を
有していること

0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 6 4 0 0 1 1 0 0 0 0
10

（90.9%）
6

（54.5%）

２．看護職員が
常時施設内に
いること

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

（18.2%）
0

（0.0%）

３．いつでも看
護職員に連絡
がつく体制が
確保されている

0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0
11

（100.0%
）

4
（36.4%）

４．いつでも医
師に連絡がつ
く体制が確保さ
れていること

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 3 0 0 1 1 0 0 0 0
10

（90.9%）
4

（36.4%）

５．いつでも医
師の対応（往
診も含めて）が
可能なこと

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6

（54.5%）
3

（27.3%）

６．看取り対応
のマニュアル
等の整備

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10

（90.9%）
2

（18.2%）

７．看取りのた
めの個室の確
保

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

（72.7%）
0

（0.0%）

８．職員の理解
と協力

0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10

（90.9%）
4

（36.4%）

９．職員研修 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10

（90.9%）
2

（18.2%）

10．職員のメン
タルケア

0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10

（90.9%）
0

（0.0%）

11．入所（居）
者・家族へ施
設の看取りに
ついての周知

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8

（72.7%）
0

（0.0%）

12．入所（居）
者・家族への
意思確認、意
思決定支援

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0
9

（81.8%）
4

（36.4%）

13．家族への
グリーフケア

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

（63.6%）
0

（0.0%）

14．介護報酬
の増額

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5

（45.5%）
3

（27.3%）

15．その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

（0.0%）
0

（0.0%）

Ⅶ　その他

合計
（n=11）

Ⅰ　施設としての取り組み方針の明確化

Ⅱ　マンパワーの充実、特に看護職員の確保

Ⅲ　医療機関、医師との連携

Ⅳ　看取りに関するソフト、ハードの整備

Ⅴ　終末期ケアに関する研修と職員の理解・協力

特定施設
入居者

生活介護
（n=0）

短期入所
生活介護
（n=7）

短期入所
療養介護
（n=0）

サービス付き
高齢者向け

住宅
（n=1）

有料老人
ホーム等
（n=0）

養護老人
ホーム
（n=0）

介護老人
福祉施設
（n=0）

介護老人
保健施設
（n=0）

Ⅵ　入所（居）者・家族の意思決定支援、グリーフケア

小規模
多機能型
居宅介護
（n=1）

看護小規模
多機能型
居宅介護
（n=0）

認知症対応型
共同生活介護

（n=2）
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⑻施設内で死亡診断する上で重要なこと　　　　　　　　　　　　　　　【問 11-1 ③】
＜問 10 ～問 11-1 は看取りを実施していない施設の方がお答えください＞

問 11-1 ③　	 ③また、看取りの一環として医師による死亡診断を施設内で実施する上で重	

	 	 	 　要だと思う項目は何ですか（いくつでも○）

　施設での看取りを「原則対応しない」13施設に対して『医師による死亡診断を施設内で実
施する上で重要なこと』を聞いたところ、回答があった 11 施設では、「いつでも医師に連絡
がつく体制が確保されていること」が 81.8％と最も多くなっている。以下「いつでも医師の
対応（往診を含めて）が可能なこと」が 72.7％、「施設として明確な方針を有していること」、「い
つでも看護職員に連絡が付く体制が確保されていること」、「入所（居）者・家族への意思確認、
意思決定支援」がそれぞれ 45.5％となっている。

81.8

72.7

45.5

45.5

45.5

36.4

36.4

27.3

27.3

18.2

18.2

9.1

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

施設内で死亡診断する上で重要なこと（原則、実施しない施設）

（％）n=11

いつでも医師に連絡が付く体制が確保されていること

看取り対応のマニュアル等の整備

介護報酬の増額

入所（居）者・家族の施設における看取りについて周

職員の理解と協力

看取りのための個室の確保

職員のメンタルケア

職員研修

看護職員が常時施設内にいること

家族へのグリーフケア

その他

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこと

施設として明確な方針を有していること

いつでも看護職員に連絡が付く体制が確保されているこ

入所（居）者・家族への意思確認、意思決定支

援

いつでも医師に連絡がつく体制が確保されていること

いつでも医師の対応（往診も含めて）が可能なこと

施設として明確な方針を有していること

いつでも看護職員に連絡がつく体制が確保されていること

入所（居）者・家族への意思確認、意志決定支援

看取り対応のマニュアル等の整備

入所（居）者・家族へ施設の看取りについての周知

職員の理解と協力

介護報酬の増額

看取りのための個室の確保

職員のメンタルケア

職員研修

看護職員が常時施設内にいること

家族へのグリーフケア

その他 n=11
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施設内で死亡診断する上で重要なこと（問 2で “「2. 原則対応しない」”と回答した施設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問 11-1 ③】

１．施設として
明確な方針を
有していること

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 4 57.1% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 54.5%

２．看護職員が
常時施設内に
いること

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．いつでも看
護職員に連絡
がつく体制が
確保されてい

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 3 42.9% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 45.5%

４．いつでも医
師に連絡がつ
く体制が確保さ
れていること

0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 6 85.7% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 81.8%

５．いつでも医
師の対応（往
診も含めて）が
可能なこと

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 7 ##### 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 72.7%

６．看取り対応
のマニュアル
等の整備

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2 28.6% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 45.5%

７．看取りのた
めの個室の確
保

0 0.0% 0 0.0% 1 ##### 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 18.2%

８．職員の理解
と協力

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3%

９．職員研修 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 18.2%

10．職員のメン
タルケア

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3%

11．入所（居）
者・家族へ施
設の看取りに
ついての周知

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 28.6% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 36.4%

12．入所（居）
者・家族への
意思確認、意
思決定支援

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 3 42.9% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 45.5%

13．家族への
グリーフケア

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

14．介護報酬
の増額

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3%

15．その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

介護老人
福祉施設
（n=0）

介護老人
保健施設
（n=0）

小規模
多機能型
居宅介護
（n=1）

看護小規模
多機能型
居宅介護
（n=0）

認知症対応型
共同生活介護

（n=2）

合計
（n=11）

特定施設
入居者
生活介護
（n=0）

短期入所
生活介護
（n=7）

短期入所
療養介護
（n=0）

サービス付き
高齢者向け

住宅
（n=1）

有料老人
ホーム等
（n=0）

養護老人
ホーム
（n=0）

Ⅵ　入所（居）者・家族の意思決定支援、グリーフケア

Ⅶ　その他

Ⅰ　施設としての取り組み方針の明確化

Ⅱ　マンパワーの充実、特に看護職員の確保

Ⅲ　医療機関、医師との連携

Ⅳ　看取りに関するソフト、ハードの整備

Ⅴ　終末期ケアに関する研修と職員の理解・協力


